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○ 

預
金
保
険
法

昭
和
四
十
六
年
法
律
第
三
十
四
号

附
則
第
二
十
四
条
関
係

 

傍
線
部
分
は
改
正
部
分

 

改 
 

 

正 
 
 

案 

現 
 

 
 
 

 
 

行 
信
託
業
務
の
承
継
に
お
け
る
受
託
者
の
変
更
手
続
の
特
例

 

第
百
三
十
二
条 
破
綻
金
融
機
関
又
は
特
定
破
綻
金
融
機
関
等
で
あ
つ
て
金
融

機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法
律
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

信
託
業
務
を
営
む
者
が
同
項
の
規
定
に
よ
り
信
託
業
務
を
営
む
金
融
機
関
に

対
し
て
す
る
事
業
の
譲
渡
を
援
助
す
る
た
め
の
第
六
十
四
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
資
金
援
助
を
行
う
旨
の
決
定
又
は
第
百
二
十
六
条
の
三
十
一
に
お
い

て
準
用
す
る
第
六
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
資
金
援
助
を
行
う
旨

の
決
定
が
あ
つ
た
と
き
は

当
該
破
綻
金
融
機
関
又
は
特
定
破
綻
金
融
機
関

等
は

そ
の
引
き
受
け
た
信
託
に
つ
き

信
託
法

平
成
十
八
年
法
律
第
百

八
号

第
五
十
六
条
第
一
項
並
び
に
第
五
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず

当
該
資
金
援
助
に
係
る
救
済
金
融
機
関
又
は
当
該
特
定

資
金
援
助
に
係
る
特
定
救
済
金
融
機
関
等

以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い

て

新
受
託
者

と
い
う

と
の
間
の
事
業
の
譲
渡
の
契
約
を
も
つ
て
受

託
者
の
変
更
を
す
る
こ
と
が
で
き
る

 

 

２

７ 

略

 
信
託
業
務
の
承
継
に
お
け
る
受
託
者
の
変
更
手
続
の
特
例

 

第
百
三
十
二
条 

破
綻
金
融
機
関
又
は
特
定
破
綻
金
融
機
関
等
で
あ
つ
て
金
融

機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法
律
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

信
託
業
務
を
営
む
者
が
同
項
の
規
定
に
よ
り
信
託
業
務
を
営
む
金
融
機
関
に

対
し
て
す
る
事
業
の
譲
渡
を
援
助
す
る
た
め
の
第
六
十
四
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
資
金
援
助
を
行
う
旨
の
決
定
又
は
第
百
二
十
六
条
の
三
十
一
に
お
い

て
準
用
す
る
第
六
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
資
金
援
助
を
行
う
旨

の
決
定
が
あ
つ
た
と
き
は

当
該
破
綻
金
融
機
関
又
は
特
定
破
綻
金
融
機
関

等
は

そ
の
引
き
受
け
た
信
託
に
つ
き

信
託
法

平
成
十
八
年
法
律
第
百

八
号

第
五
十
六
条
第
一
項
並
び
に
第
五
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び

に
公
益
信
託
ニ
関
ス
ル
法
律

大
正
十
一
年
法
律
第
六
十
二
号

第
七
条
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず

当
該
資
金
援
助
に
係
る
救
済
金
融
機
関
又
は
当
該
特

定
資
金
援
助
に
係
る
特
定
救
済
金
融
機
関
等

以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お

い
て

新
受
託
者

と
い
う

と
の
間
の
事
業
の
譲
渡
の
契
約
を
も
つ
て

受
託
者
の
変
更
を
す
る
こ
と
が
で
き
る

 
２

７ 

略
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○ 

農
水
産
業
協
同
組
合
貯
金
保
険
法

昭
和
四
十
八
年
法
律
第
五
十
三
号

附
則
第
二
十
四
条
関
係

 

傍
線
部
分
は
改
正
部
分

 

改 
 

 

正 
 
 

案 

現 
 

 
 
 

 
 

行 
信
託
業
務
の
承
継
に
お
け
る
受
託
者
の
変
更
手
続
の
特
例

 

第
百
十
五
条 
経
営
困
難
農
水
産
業
協
同
組
合
で
あ
つ
て
金
融
機
関
の
信
託
業

務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法
律
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
信
託
業
務
を
営

む
も
の
が
同
項
の
規
定
に
よ
り
信
託
業
務
を
営
む
農
水
産
業
協
同
組
合
に
対

し
て
す
る
信
用
事
業
の
譲
渡
を
援
助
す
る
た
め
の
第
六
十
五
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
資
金
援
助
を
行
う
旨
の
決
定
が
あ
つ
た
と
き
は

当
該
経
営
困
難

農
水
産
業
協
同
組
合
は

そ
の
引
き
受
け
た
信
託
に
つ
き

信
託
法

平
成

十
八
年
法
律
第
百
八
号

第
五
十
六
条
第
一
項
並
び
に
第
五
十
七
条
第
一
項

及
び
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず

当
該
資
金
援
助
に
係
る
救
済
農
水
産

業
協
同
組
合

以
下
こ
の
条
に
お
い
て

新
受
託
者

と
い
う

と
の
間

の
信
用
事
業
の
譲
渡
の
契
約
を
も
つ
て
受
託
者
の
変
更
を
す
る
こ
と
が
で
き

る

 

 

２

７ 

略

 

信
託
業
務
の
承
継
に
お
け
る
受
託
者
の
変
更
手
続
の
特
例

 

第
百
十
五
条 

経
営
困
難
農
水
産
業
協
同
組
合
で
あ
つ
て
金
融
機
関
の
信
託
業

務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法
律
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
信
託
業
務
を
営

む
も
の
が
同
項
の
規
定
に
よ
り
信
託
業
務
を
営
む
農
水
産
業
協
同
組
合
に
対

し
て
す
る
信
用
事
業
の
譲
渡
を
援
助
す
る
た
め
の
第
六
十
五
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
資
金
援
助
を
行
う
旨
の
決
定
が
あ
つ
た
と
き
は

当
該
経
営
困
難

農
水
産
業
協
同
組
合
は

そ
の
引
き
受
け
た
信
託
に
つ
き

信
託
法

平
成

十
八
年
法
律
第
百
八
号

第
五
十
六
条
第
一
項
並
び
に
第
五
十
七
条
第
一
項

及
び
第
二
項
並
び
に
公
益
信
託
ニ
関
ス
ル
法
律

大
正
十
一
年
法
律
第
六
十

二
号

第
七
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず

当
該
資
金
援
助
に
係
る
救
済
農
水

産
業
協
同
組
合

以
下
こ
の
条
に
お
い
て

新
受
託
者

と
い
う

と
の

間
の
信
用
事
業
の
譲
渡
の
契
約
を
も
つ
て
受
託
者
の
変
更
を
す
る
こ
と
が
で

き
る

 

２

７ 

略
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○ 

不
動
産
登
記
法

平
成
十
六
年
法
律
第
百
二
十
三
号

附
則
第
二
十
六
条
関
係

 

傍
線
部
分
は
改
正
部
分

 

改 
 

 

正 
 
 

案 

現 
 

 
 
 

 
 

行 
信
託
の
登
記
の
登
記
事
項

 

第
九
十
七
条 
信
託
の
登
記
の
登
記
事
項
は

第
五
十
九
条
各
号
に
掲
げ
る
も

の
の
ほ
か

次
の
と
お
り
と
す
る

 

一

六 

略

 

七 

公
益
信
託
に
関
す
る
法
律

令
和
六
年
法
律
第 

 
 

号

第
二
条
第

一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
公
益
信
託
で
あ
る
と
き
は

そ
の
旨 

八

十
一 

略

 

２
・
３ 

略

 

信
託
の
登
記
の
登
記
事
項

 

第
九
十
七
条 

信
託
の
登
記
の
登
記
事
項
は

第
五
十
九
条
各
号
に
掲
げ
る
も

の
の
ほ
か

次
の
と
お
り
と
す
る

 

一

六 

略

 

七 

公
益
信
託
ニ
関
ス
ル
法
律

大
正
十
一
年
法
律
第
六
十
二
号

第
一
条

に
規
定
す
る
公
益
信
託
で
あ
る
と
き
は

そ
の
旨 

八

十
一 

略

 

２
・
３ 

略
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○ 

公
益
社
団
法
人
及
び
公
益
財
団
法
人
の
認
定
等
に
関
す
る
法
律

平
成
十
八
年
法
律
第
四
十
九
号

附
則
第
二
十
七
条
関
係

 

 
現
行
規
定
は

公
益
社
団
法
人
及
び
公
益
財
団
法
人
の
認
定
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

令
和
六
年
法
律
第 

 
 

号

に
よ
る
改
正
後

の
規
定

 

傍
線
部
分
は
改
正
部
分

 

改 
 

 

正 
 
 

案 

現 
 

 
 
 

 
 

行 

公
益
認
定
の
基
準

 

第
五
条 

行
政
庁
は

前
条
の
認
定

以
下

公
益
認
定

と
い
う

の
申

請
を
し
た
一
般
社
団
法
人
又
は
一
般
財
団
法
人
が
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合

す
る
と
認
め
る
と
き
は

当
該
法
人
に
つ
い
て
公
益
認
定
を
す
る
も
の
と
す

る

 

一

三 

略

 

四 

そ
の
事
業
を
行
う
に
当
た
り

株
式
会
社
そ
の
他
の
営
利
事
業
を
営
む

者
又
は
特
定
の
個
人
若
し
く
は
団
体
の
利
益
を
図
る
活
動
を
行
う
も
の
と

し
て
政
令
で
定
め
る
者
に
対
し

寄
附
そ
の
他
の
特
別
の
利
益
を
与
え
る

行
為
を
行
わ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と

た
だ
し

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
場
合
は

こ
の
限
り
で
な
い

 

 

イ 

公
益
法
人
に
対
し

当
該
公
益
法
人
が
行
う
公
益
目
的
事
業
の
た
め

に
寄
附
そ
の
他
の
特
別
の
利
益
を
与
え
る
行
為
を
行
う
場
合 

ロ 

公
益
信
託

公
益
信
託
に
関
す
る
法
律

令
和
六
年
法
律
第 

 
 

号

以
下

公
益
信
託
法

と
い
う

第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
規

公
益
認
定
の
基
準

 

第
五
条 

行
政
庁
は

前
条
の
認
定

以
下

公
益
認
定

と
い
う

の
申

請
を
し
た
一
般
社
団
法
人
又
は
一
般
財
団
法
人
が
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合

す
る
と
認
め
る
と
き
は

当
該
法
人
に
つ
い
て
公
益
認
定
を
す
る
も
の
と
す

る

 

一

三 

略

 

四 

そ
の
事
業
を
行
う
に
当
た
り

株
式
会
社
そ
の
他
の
営
利
事
業
を
営
む

者
又
は
特
定
の
個
人
若
し
く
は
団
体
の
利
益
を
図
る
活
動
を
行
う
も
の
と

し
て
政
令
で
定
め
る
者
に
対
し

寄
附
そ
の
他
の
特
別
の
利
益
を
与
え
る

行
為
を
行
わ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と

た
だ
し

公
益
法
人
に
対
し

当

該
公
益
法
人
が
行
う
公
益
目
的
事
業
の
た
め
に
寄
附
そ
の
他
の
特
別
の
利

益
を
与
え
る
行
為
を
行
う
場
合
は

こ
の
限
り
で
な
い

 

 
 

新
設

 

  
 

新
設
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定
す
る
公
益
信
託
を
い
う

以
下
同
じ

の
受
託
者
に
対
し

当
該

受
託
者
が
行
う
公
益
事
務

同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
公
益
事
務
を
い

う

第
二
十
号
及
び
第
二
十
一
号
に
お
い
て
同
じ

の
た
め
に
寄
附

そ
の
他
の
特
別
の
利
益
を
与
え
る
行
為
を
行
う
場
合 

五

十
九 
略

 

二
十 

第
二
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
益
認
定
の

取
消
し
の
処
分
を
受
け
た
場
合
又
は
合
併
に
よ
り
法
人
が
消
滅
す
る
場
合

そ
の
権
利
義
務
を
承
継
す
る
法
人
が
公
益
法
人
で
あ
る
と
き
を
除
く

に
お
い
て

公
益
目
的
取
得
財
産
残
額

第
三
十
条
第
二
項
に
規
定
す

る
公
益
目
的
取
得
財
産
残
額
を
い
う

が
あ
る
と
き
は

こ
れ
に
相
当

す
る
額
の
財
産
を
当
該
公
益
認
定
の
取
消
し
の
日
又
は
当
該
合
併
の
日
か

ら
一
月
以
内
に
類
似
の
事
業
を
目
的
と
す
る
他
の
公
益
法
人
若
し
く
は
次

に
掲
げ
る
法
人
に
贈
与
し

若
し
く
は
類
似
の
公
益
事
務
を
そ
の
目
的
と

す
る
公
益
信
託
の
信
託
財
産
と
し

又
は
国
若
し
く
は
地
方
公
共
団
体
に

贈
与
す
る
旨
を
定
款
で
定
め
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と

 

イ

ト 

略

 

二
十
一 

清
算
を
す
る
場
合
に
お
い
て
残
余
財
産
を
類
似
の
事
業
を
目
的
と

す
る
他
の
公
益
法
人
若
し
く
は
前
号
イ
か
ら
ト
ま
で
に
掲
げ
る
法
人
若
し

く
は
類
似
の
公
益
事
務
を
そ
の
目
的
と
す
る
公
益
信
託
の
信
託
財
産
又
は

国
若
し
く
は
地
方
公
共
団
体
に
帰
属
さ
せ
る
旨
を
定
款
で
定
め
て
い
る
も

の
で
あ
る
こ
と

 

    

五

十
九 

略

 

二
十 

第
二
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
益
認
定
の

取
消
し
の
処
分
を
受
け
た
場
合
又
は
合
併
に
よ
り
法
人
が
消
滅
す
る
場
合

そ
の
権
利
義
務
を
承
継
す
る
法
人
が
公
益
法
人
で
あ
る
と
き
を
除
く

に
お
い
て

公
益
目
的
取
得
財
産
残
額

第
三
十
条
第
二
項
に
規
定
す

る
公
益
目
的
取
得
財
産
残
額
を
い
う

が
あ
る
と
き
は

こ
れ
に
相
当

す
る
額
の
財
産
を
当
該
公
益
認
定
の
取
消
し
の
日
又
は
当
該
合
併
の
日
か

ら
一
月
以
内
に
類
似
の
事
業
を
目
的
と
す
る
他
の
公
益
法
人
若
し
く
は
次

に
掲
げ
る
法
人
又
は
国
若
し
く
は
地
方
公
共
団
体
に
贈
与
す
る
旨
を
定
款

で
定
め
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と

 

 

イ

ト 

略

 

二
十
一 

清
算
を
す
る
場
合
に
お
い
て
残
余
財
産
を
類
似
の
事
業
を
目
的
と

す
る
他
の
公
益
法
人
若
し
く
は
前
号
イ
か
ら
ト
ま
で
に
掲
げ
る
法
人
又
は

国
若
し
く
は
地
方
公
共
団
体
に
帰
属
さ
せ
る
旨
を
定
款
で
定
め
て
い
る
も

の
で
あ
る
こ
と
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公
益
認
定
の
取
消
し
等
に
伴
う
贈
与

 
第
三
十
条 

行
政
庁
が
前
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
益
認

定
の
取
消
し
を
し
た
場
合
又
は
公
益
法
人
が
合
併
に
よ
り
消
滅
す
る
場
合

そ
の
権
利
義
務
を
承
継
す
る
法
人
が
公
益
法
人
で
あ
る
と
き
を
除
く

に

お
い
て

第
五
条
第
二
十
号
に
規
定
す
る
定
款
の
定
め
に
従
い

当
該
公
益

認
定
の
取
消
し
の
日
又
は
当
該
合
併
の
日
か
ら
一
月
以
内
に
公
益
目
的
取
得

財
産
残
額
に
相
当
す
る
額
の
財
産
の
贈
与
に
係
る
書
面
に
よ
る
契
約
が
成
立

し
な
い
と
き

当
該
財
産
を
公
益
信
託
の
信
託
財
産
と
す
る
場
合
に
あ

て

は

当
該
財
産
を
当
該
公
益
信
託
の
信
託
財
産
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と

き

は

内
閣
総
理
大
臣
が
行
政
庁
で
あ
る
場
合
に
あ

て
は
国

都
道
府

県
知
事
が
行
政
庁
で
あ
る
場
合
に
あ

て
は
当
該
都
道
府
県
が
当
該
公
益
目

的
取
得
財
産
残
額
に
相
当
す
る
額
の
金
銭
に
つ
い
て

同
号
に
規
定
す
る
定

款
で
定
め
る
贈
与
を
当
該
公
益
認
定
の
取
消
し
を
受
け
た
法
人
又
は
当
該
合

併
に
よ
り
消
滅
す
る
公
益
法
人
の
権
利
義
務
を
承
継
す
る
法
人

第
四
項
に

お
い
て

認
定
取
消
法
人
等

と
い
う

か
ら
受
け
る
旨
の
書
面
に
よ
る

契
約
が
成
立
し
た
も
の
と
み
な
す

当
該
公
益
認
定
の
取
消
し
の
日
又
は
当

該
合
併
の
日
か
ら
一
月
以
内
に
当
該
公
益
目
的
取
得
財
産
残
額
の
一
部
に
相

当
す
る
額
の
財
産
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
定
款
で
定
め
る
贈
与
に
係
る

書
面
に
よ
る
契
約
が
成
立
し
た
場
合

当
該
財
産
を
公
益
信
託
の
信
託
財
産

と
す
る
場
合
に
あ

て
は

当
該
財
産
を
当
該
公
益
信
託
の
信
託
財
産
と
し

た
と
き

に
お
け
る
残
余
の
部
分
に
つ
い
て
も

同
様
と
す
る

 

２

５ 

略

 

公
益
認
定
の
取
消
し
等
に
伴
う
贈
与

 

第
三
十
条 

行
政
庁
が
前
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
益
認

定
の
取
消
し
を
し
た
場
合
又
は
公
益
法
人
が
合
併
に
よ
り
消
滅
す
る
場
合

そ
の
権
利
義
務
を
承
継
す
る
法
人
が
公
益
法
人
で
あ
る
と
き
を
除
く

に

お
い
て

第
五
条
第
二
十
号
に
規
定
す
る
定
款
の
定
め
に
従
い

当
該
公
益

認
定
の
取
消
し
の
日
又
は
当
該
合
併
の
日
か
ら
一
月
以
内
に
公
益
目
的
取
得

財
産
残
額
に
相
当
す
る
額
の
財
産
の
贈
与
に
係
る
書
面
に
よ
る
契
約
が
成
立

し
な
い
と
き
は

内
閣
総
理
大
臣
が
行
政
庁
で
あ
る
場
合
に
あ

て
は
国

都
道
府
県
知
事
が
行
政
庁
で
あ
る
場
合
に
あ

て
は
当
該
都
道
府
県
が
当
該

公
益
目
的
取
得
財
産
残
額
に
相
当
す
る
額
の
金
銭
に
つ
い
て

同
号
に
規
定

す
る
定
款
で
定
め
る
贈
与
を
当
該
公
益
認
定
の
取
消
し
を
受
け
た
法
人
又
は

当
該
合
併
に
よ
り
消
滅
す
る
公
益
法
人
の
権
利
義
務
を
承
継
す
る
法
人

第

四
項
に
お
い
て

認
定
取
消
法
人
等

と
い
う

か
ら
受
け
る
旨
の
書
面

に
よ
る
契
約
が
成
立
し
た
も
の
と
み
な
す

当
該
公
益
認
定
の
取
消
し
の
日

又
は
当
該
合
併
の
日
か
ら
一
月
以
内
に
当
該
公
益
目
的
取
得
財
産
残
額
の
一

部
に
相
当
す
る
額
の
財
産
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
定
款
で
定
め
る
贈
与

に
係
る
書
面
に
よ
る
契
約
が
成
立
し
た
場
合
に
お
け
る
残
余
の
部
分
に
つ
い

て
も

同
様
と
す
る

 

   

２

５ 
略
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設
置
及
び
権
限

 

第
三
十
二
条 

略

 

２ 

委
員
会
は

こ
の
法
律
及
び
公
益
信
託
法
に
よ
り
そ
の
権
限
に
属
さ
せ
ら

れ
た
事
項
を
処
理
す
る

 

設
置
及
び
権
限

 

第
三
十
二
条 

略

 

２ 

委
員
会
は

こ
の
法
律
に
よ
り
そ
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
を
処
理

す
る

 

 
 

委
員
の
任
命

 

第
三
十
五
条 

委
員
は

人
格
が
高
潔
で
あ

て

委
員
会
の
権
限
に
属
す
る

事
項
に
関
し
公
正
な
判
断
を
す
る
こ
と
が
で
き

か
つ

法
律

会
計
又
は

公
益
法
人
若
し
く
は
公
益
信
託
に
係
る
活
動
に
関
し
て
優
れ
た
識
見
を
有
す

る
者
の
う
ち
か
ら

両
議
院
の
同
意
を
得
て

内
閣
総
理
大
臣
が
任
命
す
る

 

２
・
３ 

略

 

 

委
員
の
任
命

 

第
三
十
五
条 

委
員
は

人
格
が
高
潔
で
あ

て

委
員
会
の
権
限
に
属
す
る

事
項
に
関
し
公
正
な
判
断
を
す
る
こ
と
が
で
き

か
つ

法
律

会
計
又
は

公
益
法
人
に
係
る
活
動
に
関
し
て
優
れ
た
識
見
を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら

両
議
院
の
同
意
を
得
て

内
閣
総
理
大
臣
が
任
命
す
る

 

 

２
・
３ 

略

 

 

設
置
及
び
権
限

 

第
五
十
条 

都
道
府
県
に

こ
の
法
律
及
び
公
益
信
託
法
に
よ
り
そ
の
権
限
に

属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
を
処
理
す
る
た
め

審
議
会
そ
の
他
の
合
議
制
の
機
関

以
下
単
に

合
議
制
の
機
関

と
い
う

を
置
く

 

２ 

略

 

設
置
及
び
権
限

 

第
五
十
条 

都
道
府
県
に

こ
の
法
律
に
よ
り
そ
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事

項
を
処
理
す
る
た
め

審
議
会
そ
の
他
の
合
議
制
の
機
関

以
下
単
に

合

議
制
の
機
関

と
い
う

を
置
く

 
２ 

略
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○ 

一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
及
び
公
益
社
団
法
人
及
び
公
益
財
団
法
人
の
認
定
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等

に
関
す
る
法
律

平
成
十
八
年
法
律
第
五
十
号

附
則
第
二
十
九
条
関
係

 

 

現
行
規
定
は

公
益
社
団
法
人
及
び
公
益
財
団
法
人
の
認
定
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

令
和
六
年
法
律
第 

 
 

号

に
よ
る
改
正
後

の
規
定

 

傍
線
部
分
は
改
正
部
分

 

改 
 

 

正 
 
 

案 

現 
 

 
 
 

 
 

行 

公
益
目
的
支
出
計
画
の
作
成

 

公
益
目
的
支
出
計
画
の
作
成

 

第
百
十
九
条 

略

 

２ 

公
益
目
的
支
出
計
画
に
お
い
て
は

次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い

 

 

一 

公
益
の
目
的
の
た
め
の
次
に
掲
げ
る
支
出 

イ 

略

 

ロ 

公
益
法
人
認
定
法
第
五
条
第
二
十
号
に
規
定
す
る
者
に
対
す
る
寄
附

又
は
同
号
に
規
定
す
る
公
益
信
託
の
信
託
財
産
と
す
る
た
め
の
支
出 

ハ 

略

 

 

二
・
三 

略

 

第
百
十
九
条 

略

 

２ 

公
益
目
的
支
出
計
画
に
お
い
て
は

次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い

 

一 

公
益
の
目
的
の
た
め
の
次
に
掲
げ
る
支
出 

イ 

略

 

ロ 

公
益
法
人
認
定
法
第
五
条
第
二
十
号
に
規
定
す
る
者
に
対
す
る
寄
附 

 

ハ 

略

 

 

二
・
三 

略

 

 
 

移
行
法
人
の
清
算
時
の
残
余
財
産
の
帰
属
の
制
限

 

移
行
法
人
の
清
算
時
の
残
余
財
産
の
帰
属
の
制
限

 

第
百
三
十
条 

移
行
法
人
が
清
算
を
す
る
場
合
に
お
い
て

公
益
目
的
財
産
残

額
が
あ
る
と
き
は

当
該
移
行
法
人
の
残
余
財
産
の
う
ち
当
該
公
益
目
的
財

産
残
額
に
相
当
す
る
額
の
財
産

当
該
残
余
財
産
の
額
が
当
該
公
益
目
的
財

第
百
三
十
条 

移
行
法
人
が
清
算
を
す
る
場
合
に
お
い
て

公
益
目
的
財
産
残

額
が
あ
る
と
き
は

当
該
移
行
法
人
の
残
余
財
産
の
う
ち
当
該
公
益
目
的
財

産
残
額
に
相
当
す
る
額
の
財
産

当
該
残
余
財
産
の
額
が
当
該
公
益
目
的
財
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産
残
額
を
下
回

て
い
る
と
き
は

当
該
残
余
財
産

に
つ
い
て
は

一
般

社
団
・
財
団
法
人
法
第
二
百
三
十
九
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず

内
閣
府
令

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

認
可
行
政
庁
の
承
認
を
受
け
て

公
益
法
人
認

定
法
第
五
条
第
二
十
号
に
規
定
す
る
者
又
は
公
益
信
託
の
信
託
財
産
に
帰
属

さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

 

産
残
額
を
下
回

て
い
る
と
き
は

当
該
残
余
財
産

に
つ
い
て
は

一
般

社
団
・
財
団
法
人
法
第
二
百
三
十
九
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず

内
閣
府
令

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

認
可
行
政
庁
の
承
認
を
受
け
て

公
益
法
人
認

定
法
第
五
条
第
二
十
号
に
規
定
す
る
者
に
帰
属
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
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○ 

信
託
法

平
成
十
八
年
法
律
第
百
八
号

附
則
第
三
十
条
関
係

 

傍
線
部
分
は
改
正
部
分

 

改 
 

 

正 
 
 

案 

現 
 

 
 
 

 
 

行 
受
益
者
の
定
め
の
な
い
信
託
の
要
件

 

第
二
百
五
十
八
条 
受
益
者
の
定
め

受
益
者
を
定
め
る
方
法
の
定
め
を
含
む

以
下
同
じ

の
な
い
信
託

公
益
信
託
に
関
す
る
法
律

令
和
六
年
法

律
第 

 
 

号

第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
公
益
信
託
を
除
く

以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ

は

第
三
条
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ

る
方
法
に
よ

て
す
る
こ
と
が
で
き
る

 

２

８ 

略

 

 

受
益
者
の
定
め
の
な
い
信
託
の
要
件

 

第
二
百
五
十
八
条 

受
益
者
の
定
め

受
益
者
を
定
め
る
方
法
の
定
め
を
含
む

以
下
同
じ

の
な
い
信
託
は

第
三
条
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る

方
法
に
よ

て
す
る
こ
と
が
で
き
る

 

  

２

８ 

略

 

附 

則 

附 

則 

受
益
者
の
定
め
の
な
い
信
託
に
関
す
る
経
過
措
置

 

３ 

受
益
者
の
定
め
の
な
い
信
託

公
益
信
託
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
一
項

第
一
号
に
規
定
す
る
公
益
信
託
を
除
く

次
項
に
お
い
て
同
じ

は

別

に
法
律
で
定
め
る
日
ま
で
の
間

当
該
信
託
に
関
す
る
信
託
事
務
を
適
正
に

処
理
す
る
に
足
り
る
財
産
的
基
礎
及
び
人
的
構
成
を
有
す
る
者
と
し
て
政
令

で
定
め
る
法
人
以
外
の
者
を
受
託
者
と
し
て
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

 

４ 

前
項
の
別
に
法
律
で
定
め
る
日
に
つ
い
て
は

受
益
者
の
定
め
の
な
い
信

託
の
う
ち
学
術

技
芸

慈
善

祭
祀し

宗
教
そ
の
他
公
益
を
目
的
と
す
る

信
託
に
係
る
見
直
し
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
を
踏
ま
え
て
検
討
す
る
も
の
と

受
益
者
の
定
め
の
な
い
信
託
に
関
す
る
経
過
措
置

 

３ 

受
益
者
の
定
め
の
な
い
信
託

学
術

技
芸

慈
善

祭
祀し

宗
教
そ
の

他
公
益
を
目
的
と
す
る
も
の
を
除
く

は

別
に
法
律
で
定
め
る
日
ま
で

の
間

当
該
信
託
に
関
す
る
信
託
事
務
を
適
正
に
処
理
す
る
に
足
り
る
財
産

的
基
礎
及
び
人
的
構
成
を
有
す
る
者
と
し
て
政
令
で
定
め
る
法
人
以
外
の
者

を
受
託
者
と
し
て
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

 
４ 
前
項
の
別
に
法
律
で
定
め
る
日
に
つ
い
て
は

受
益
者
の
定
め
の
な
い
信

託
の
う
ち
学
術

技
芸

慈
善

祭
祀

宗
教
そ
の
他
公
益
を
目
的
と
す
る

信
託
に
係
る
見
直
し
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
を
踏
ま
え
て
検
討
す
る
も
の
と
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し

そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る

 

し

そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
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○ 

内
閣
府
設
置
法

平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
九
号

附
則
第
三
十
一
条
関
係

 

傍
線
部
分
は
改
正
部
分

 

改 
 

 

正 
 
 

案 

現 
 

 
 
 

 
 

行 
所
掌
事
務

 

所
掌
事
務

 

第
四
条 

略

 

２ 

略

 

３ 

前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か

内
閣
府
は

前
条
第
二
項
の
任
務
を
達

成
す
る
た
め

次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る

 

一

五
十
三 

略

 

五
十
四 

公
益
社
団
法
人
及
び
公
益
財
団
法
人
に
関
す
る
こ
と

 

五
十
四
の
二 

公
益
信
託
に
関
す
る
こ
と

 

五
十
四
の
三 

国
家
公
務
員
法

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号

第
十

八
条
の
七
第
二
項
及
び
第
百
六
条
の
五
第
二
項
に
規
定
す
る
事
務 

五
十
四
の
四 

国
家
公
務
員
退
職
手
当
法

昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
八
十

二
号

第
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
事
務 

五
十
四
の
五 

ア
イ
ヌ
の
人
々
の
誇
り
が
尊
重
さ
れ
る
社
会
を
実
現
す
る
た

め
の
施
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律

平
成
三
十
一
年
法
律
第
十
六
号

第

十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
ア
イ
ヌ
施
策
推
進
地
域
計
画
の
認
定
に
関
す
る

こ
と
及
び
同
法
第
十
五
条
第
一
項
の
交
付
金
に
関
す
る
こ
と

 

五
十
四
の
六 

産
業
競
争
力
強
化
法

平
成
二
十
五
年
法
律
第
九
十
八
号

第
十
四
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
事
務 

第
四
条 

略

 

２ 

略

 

３ 

前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か

内
閣
府
は

前
条
第
二
項
の
任
務
を
達

成
す
る
た
め

次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る

 

一

五
十
三 

略

 

五
十
四 

公
益
社
団
法
人
及
び
公
益
財
団
法
人
に
関
す
る
こ
と

 

新
設

 

五
十
四
の
二 

国
家
公
務
員
法

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号

第
十

八
条
の
七
第
二
項
及
び
第
百
六
条
の
五
第
二
項
に
規
定
す
る
事
務 

五
十
四
の
三 

国
家
公
務
員
退
職
手
当
法

昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
八
十

二
号

第
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
事
務 

五
十
四
の
四 

ア
イ
ヌ
の
人
々
の
誇
り
が
尊
重
さ
れ
る
社
会
を
実
現
す
る
た

め
の
施
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律

平
成
三
十
一
年
法
律
第
十
六
号

第

十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
ア
イ
ヌ
施
策
推
進
地
域
計
画
の
認
定
に
関
す
る

こ
と
及
び
同
法
第
十
五
条
第
一
項
の
交
付
金
に
関
す
る
こ
と

 
五
十
四
の
五 

産
業
競
争
力
強
化
法

平
成
二
十
五
年
法
律
第
九
十
八
号

第
十
四
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
事
務 
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五
十
五

六
十
三 

略

 

五
十
五

六
十
三 

略
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○ 

総
務
省
設
置
法

平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
一
号

附
則
第
三
十
二
条
関
係

 

傍
線
部
分
は
改
正
部
分

 

改 
 

 

正 
 
 

案 

現 
 

 
 
 

 
 

行 
所
掌
事
務

 

第
四
条 

総
務
省
は

前
条
第
一
項
の
任
務
を
達
成
す
る
た
め

次
に
掲
げ
る

事
務
を
つ
か
さ
ど
る

 

 

一

八
十
三 

略

 

 

削
る

 

  

八
十
四

九
十
五 

略

 

２ 

略

 

所
掌
事
務

 

第
四
条 

総
務
省
は

前
条
第
一
項
の
任
務
を
達
成
す
る
た
め

次
に
掲
げ
る

事
務
を
つ
か
さ
ど
る

 

 

一

八
十
三 

略

 

 

八
十
四 

公
益
信
託
の
監
督
に
関
す
る
関
係
行
政
機
関
の
事
務
の
調
整
に
関

す
る
こ
と

 

 

八
十
五

九
十
六 

略

 

２ 

略

 

 

総
合
通
信
局
等

 

第
二
十
八
条 

総
合
通
信
局
及
び
沖
縄
総
合
通
信
事
務
所
は

総
務
省
の
所
掌

事
務
の
う
ち

第
四
条
第
一
項
第
五
十
八
号
か
ら
第
六
十
七
号
ま
で

第
六

十
九
号
か
ら
第
七
十
一
号
ま
で

第
七
十
六
号

第
九
十
号
及
び
第
九
十
五

号
に
掲
げ
る
事
務
を
分
掌
す
る

 

２

４ 

略

 

 

 

総
合
通
信
局
等

 

第
二
十
八
条 

総
合
通
信
局
及
び
沖
縄
総
合
通
信
事
務
所
は

総
務
省
の
所
掌

事
務
の
う
ち

第
四
条
第
一
項
第
五
十
八
号
か
ら
第
六
十
七
号
ま
で

第
六

十
九
号
か
ら
第
七
十
一
号
ま
で

第
七
十
六
号

第
九
十
一
号
及
び
第
九
十

六
号
に
掲
げ
る
事
務
を
分
掌
す
る

 

２

４ 

略

 

 




